
 

社会福祉法人三友会  ウィステリア八重原短期入所生活介護事業所 

 

「（介護予防）ユニット型短期入所生活介護」（ショートステイ）重要事項説明書 

＜令和７年４月１日改訂＞ 

 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（千葉県指定 １２７３００１２８７号） 

 

当施設は利用者に対してユニット型短期入所生活介護サービスを提供します。事業所

の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明し

ます。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定され 

た方が対象となります。要介護認定申請後に認定の下りていない方でもサービスの利用

は可能です。 
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１．事業者 

（１）法人名 社会福祉法人 三友会 

（２）法人所在地 千葉県君津市八重原１７２番２７５ 

（３）電話番号  ０４３９－５０－００８５ 

（４）代表者氏名 理事長 三枝 奈芳紀 

（５）設立年月 平成２４年１２月２５日 

 

 

 



２．事業所の概要 

（１）事業所の種類 ①指定短期入所生活介護事業所 

 平成２６年 ５月 １日指定  

 千葉県１２７３００１２８７号 

 ②指定介護予防短期入所生活介護事業所 

 平成２６年 ５月 １日指定 

 千葉県１２７３００１２８７号 

※当事業所は特別養護老人ホーム ウィステリア八重原に併設されています。 

 

（２）事業所の目的 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介

護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利

用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精

神的負担の軽減を図るものとします。 

（３）事業所の名称   ウィステリア八重原短期入所生活介護事業所 

（４）事業所の所在地  千葉県君津市八重原１７２番２７５ 

（５）電話番号      ０４３９－５０－００８５ 

 （６）施設長（管理者）氏名 三枝 倫子 

 （７）当事業所の運営方針 

   当事業所は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自

立した日常生活上の世話及び維持、並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を

図るよう支援いたします。利用者の家族との連携を図るように努めるとともに事業の

実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携

を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 （８）開設年月    平成２６年５月１日 

 （９）営業日及 

 

 

営業時間 

営業日 年中無休 

受付時間 午前８時３０分～午後５時３０分 

 

 （１０）利用定員     ３０人 

 

（１１）居室の概要 

（１）居室等の概要 

完全個室にて、在宅に近い居住環境で、利用者一人ひとりの個性・生活の 

リズムに沿い、また、他人との人間関係を築きながら日常生活を送っていた 

だけるよう、設備を整えました。 



 

 

施設の設備 室 数 備    考 

居室（1人部屋） 

１０．６５㎡以上 

３０室 

（３ユニット） 

ナースコール・エアコン・洗面台 

ベランダ等完備 

 

パブリックスペース １室 地域交流として利用 

共同生活室 

ダイニング 

１室 

（各ユニット） 

キッチン完備 

浴 室 ６室 一般浴室３・機械浴室３（個浴・機械浴） 

トイレ 各ユニットに３箇所ずつ 

相談室 １室  

医務室 １室  

スプリンクラー・冷暖房 全館  

 

※上記は、厚生労働省が定める基準により、ユニット型短期入所生活介護事業所に 

設置が義務づけられている施設・設備です。この施設・設備の利用にあたって、利 

用者に特別にご負担いただく費用はありません。 

 

☆居室の変更：利用者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況

により施設でその可否を決定します。また、利用者の心身の状況により居室を変更する

場合があります。その際には、利用者や家族等と協議のうえ決定するものとします。 

 

☆居室に関する特記事項 

 ・居室（個室）には、エアコン・洗面台・ベランダ等を完備しており 

ます。 

 ・共同生活室・共有スペースはご自由にご利用いただけます。 

 ・各フロアに浴槽（共有）を完備しております。（介護浴槽） 

 ・利用者の家族等が、利用者の個室に宿泊を希望される場合は、担当職員にご 

相談下さい。 

 

３．職員の配置状況 

 当事業所では、利用者に対して（介護予防）指定短期入所生活介護サービスを 

提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

 

＜主な職員の配置基準＞※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

※併設指定介護老人福祉施設（定員５０名）の職務を法令に基づき兼務する事が出来る。 

 

                           



職種 資格 
人員基準（併設施設の定員を含めた

定員数で計算） 
業務内容 

施設長（管理者）  １名以上（常勤） 従業者及び業務全般の管理 

医師 医師 １名以上 利用者の健康管理 

生活相談員 

 

社会福祉士・介護福祉

士又は社会福祉主事任

用資格 

１名以上（常勤） 利用者からの相談及び他機関 

との連絡調整業務 

栄養士 管理栄養士又は栄養士 １名以上 食事の提供及び栄養管理・栄養相談等 

機能訓練指導員 看護師又は准看護師等 １名以上 身体機能の維持・向上に必要な訓練を行う 

事務職員  １名以上 施設事務管理 

看護職員 看護師又は准看護師等 ３名以上（常勤換算内 2名常勤） 利用者の健康管理及び指導を行う 

介護職員 介護福祉士含む ２４名以上（常勤換算）専従 入浴・食事・排泄等日常生活上の介護を行う 

介護支援専門員 介護支援専門員 １名以上 施設サービス計画の作成を行う 

 

４．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 

（１）サービスの概要 

①食事 

・当事業所では、管理栄養士の立てる献立により、栄養並びに利用者の身体の状況

及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

 ・利用者の自立支援のため離床して共同生活室にて食事をとっていただくことを原 

則としています。利用者の体調の変化等に応じ、自室での食事も可能です。 

 （食事時間目安） 朝食   ８：００～９：００  

            昼食  １２：００～１３：００ 

            夕食  １８：００～１９：００ 

 ②入浴 

  ・入浴は１週間に２回を基本としています。       

  ・利用者の日常生活動作に合った入浴方法で、寝たきりの方でも機械浴槽を使用し

て入浴することができます。           

  ・入浴前の健康状態によっては、入浴の中止、もしくは清拭にて代替させていただく 

ことがあります。 

 ③排泄 

  ・排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

  ＊ウォシュレット付トイレを完備しています。 

 ④機能訓練 

・機能訓練指導員により、利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに 

必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

⑤健康管理 

  ・医師や看護職員が、利用者の健康状況に注意し、健康管理を行います。 



 ⑥その他自立への支援 

  ・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

  ・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

  ・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

   当事業所が提供する上記サービスについて、利用料金が介護保険から給付さ 

れるサービスと利用料金の全額をご利用者に負担いただくサービスがござい 

ます。 

 

（２）介護保険の給付の対象となるサービス 

 ＊入浴、排泄、機能訓練、健康管理、その他自立への支援については、各利用負 

担割合によって利用料金の７割～９割が介護保険から給付されます。 

＜サービス利用料金（ショートステイ：１日あたり）＞（契約書第１１条参照） 

 利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額 

（自己負担額）をお支払い下さい。（サービスの利用料金は、利用者の要介護度に 

応じて異なります。） 

 ユニット型短期入所生活介護サービス利用料金（１日あたり） 

 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５ 

１．サービス利用  

料金  
７，０４０円 ７，７２０円 ８，４７０円 ９，１８０円 ９，８７０円 

２．うち、介護保険か

ら給付される 

金額 

６，３３６円 ６，９４８円 ７，６２３円 ８，２６２円 ８，８８３円 

３．サービス利用に 

係る自己負担額 

（１－２） 

７０４円 ７７２円 ８４７円 ９１８円 ９８７円 

※上記金額に地域区分単位（君津市 7級地）10.1７円（0.01７％）が加算されます。 

※上記は 1割負担の金額です。 

 介護予防ユニット型短期入所生活介護サービス利用料金（１日あたり） 

 要支援１ 要支援２ 

１．サービス利用  

料金  
５，２９０円 ６，５６０円 

２．うち、介護保険か

ら給付される 

金額 

４，７６１円 ５，９０４円 

３．サービス利用に 

係る自己負担額 

（１－２） 

５２９円 ６５６円 

 

 



＜加算要素について＞ 

 利用者の必要に応じ、送迎・療養食のご支援をいたします。 

 尚、夜間看護体制加算は皆様より別途申し受けますので、あらかじめご了承下さい。 

加算利用料（要介護度に関係なく１日あたり） 

機能訓練体制加算           １２円 送迎加算（片道）           １８４円 

看護体制加算Ⅰ（要介護の方のみ）    ４円 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 

サービス提供体制強化加算Ⅱ 

サービス提供体制強化加算Ⅲ 

いずれか 

１つ算定 

22円 

18円 

６円 

看護体制加算Ⅱ（要介護の方のみ）    ８円 

看護体制加算Ⅲ１           １２円 

看護体制加算Ⅲ２            ６円 

看護体制加算Ⅳ１           ２３円 

看護体制加算Ⅳ２           １３円 

夜勤職員配置加算Ⅱ（要介護の方のみ）１８円 

夜勤職員配置加算Ⅳ（要介護の方のみ）２０円 長期利用者提供減算    

療養食加算（医師の指示に基づく療養食の提供 ）1回  

 ８円 

 ８円 

連続３０日超 １日３０円減算、連続６０日超 １日３２円減算 

  若年性認知症入所者受入加算  １２０円 看取り介護加算 ６４円 （７日間まで） 

  

※上記１日当りの料金はサービス提供体制等により変動する場合があります。 

その他介護給付サービス加算（要介護度に関係なく加算対象となる方） 

在宅中重度者受入加算①１日（要介護の方のみ）４７１円 
認知症行動・心理症状緊急対応加算１日 ２００

円 

在宅中重度者受入加算②１日（要介護の方のみ）４１７円 緊急短期入所受入加算１日（要介護の方のみ    ）９０円 

在宅中重度者受入加算③１日（要介護の方のみ）４１３円 個別機能訓練加算 （要介護の方のみ）    １日 ５６円 

在宅中重度者受入加算④１日（要介護の方のみ）４２５円 医療連携強化加算               ５８円 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 10円/月 介護職員等処遇改善加算 １４％ 

生活機能向上連携加算 

２００円/月 

１００円/月※個別機能訓練加算を算定している

場合 

認知症専門ケア加算（Ⅰ）         1日 3円 

認知症専門ケア加算（Ⅱ）         1日 4円 

※上記の料金は介護保険給付の扱いに応じた算定方法となります。 

☆ 利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を 

一旦お支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担 

額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場 

合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス 

提供証明書」を交付します。 

 ☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者 

の負担を変更します。 

 

 



（３）介護保険の給付対象とならないサービス 

 ＊以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。 

 

＜サービスの概要と利用料金＞ 

① 食費 

 料金：１日あたり１，５８０円 

（内訳：朝食３５０円・昼食６３０円おやつ代含む・夕食６００円） 

 

※介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方につきましては、食費の負担額

が軽減されます。 

＜減額後の利用者負担額＞ 

・利用者負担第１段階     ：    ３００円 

・利用者負担第２段階     ：    ６００円 

・利用者負担第３段階 ①  ：   １，０００円 

・利用者負担第３段階 ②  ：   １、３００円 

・利用者負担第４段階     ：   １，５８０円 

 

②理髪・美容 

  [理容・美容サービス] 

  ご希望により、理容師・美容師の出張による理髪他サービス（調髪、顔剃）をご利 

用いただけます。  

利用料金：実費相当額 

 

  ③レクリエーション等 

  利用者の希望によりレクリエーションやサークル活動に参加していただくことができ 

ます。 

  ＊利用料金：材料代等が生じた場合、実費をいただきます。 

       

④被写物の交付 

  利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、被写物を必 

要とする場合には実費をご負担いただきます。 

  １枚につき：１０円 

 

 ⑤日常生活上必要となる諸費用実費 

  日常生活品の購入代金等利用者様の日常生活に要する費用で、利用者に負担 

いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。必要物品の実費 

をいただきます。 

  おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

 

 



 ⑥滞在費 

  当施設は（介護予防）ユニット型短期入所生活介護事業所として基準を満たして 

おります。つきましては滞在費といたしまして別途ご費用の負担をお願いいたし 

ます。 

料金：１日あたり２，０６６円 

※介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方につきましては、滞在費の 

負担額が軽減されます。 

 

＜減額後の利用者負担額＞ 

 ・利用者負担第１段階  ：  ８８０円 

 ・利用者負担第２段階  ：  ８８０円 

 ・利用者負担第３段階① ：１，３７０円 

 ・利用者負担第３段階② ：１，３７０円 

 ・利用者負担第４段階  ：２，０６６円 

 

 

 ☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更す 

ることがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を 

行う前月中にご説明します。 

 

 （４）利用料金のお支払い方法（契約書第１１条参照） 

   前記（２）、（３）の料金・費用は、利用者ごとに計算いたします。退所日に請求書を 

お渡ししますので、１５日以内を目安にお支払いください。お支払い方法は窓口払 

いか銀行振り込みのいずれかをお選びいただけます。 

  

ア．窓口での現金支払 

イ．下記指定口座への振り込み 

ウ．口座振替 

                                           

 （５）利用の中止、変更、追加（契約書第１３・１４条参照） 

   ○利用予定期間の前に、利用者の都合により、（介護予防）短期入所生活介護サ 

ービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することが 

できます。この場合にはサービスの実施日前日午後５時３０分までに事業者に 

申し出てください。 

   ○利用予定日の前日午後５時３０分までに申し出がなかった場合、取消料として下 

記の料金をお支払いいただきます。但し、当日に利用者が体調不良となった等 

正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

 

 

 



利用予定日の前日午後５時３０分までに申し

出があった場合 

無料 

利用予定日の前日午後５時３０分までに申し

出がなかった場合 

当日の介護サービス費の１割 

（自己負担相当額） 

食費  \１，４８０ 

居住費 \２，０６６ 

                         

  ○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者

の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用

者に提示して協議します。 

   ○利用者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができます。 

     その場合、既に実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。 

 

５．苦情の受付について（契約書第２０条参照） 

（１）当事業所における苦情の受付 

  当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

  ○苦情受付窓口 

   責任者  施設長    三枝 倫子 

   担当者  生活相談員 石岡亜矢子        0439-50-0085 

   第三者委員        小川 孝          080-9398-0339 

                  芝山 欽之助       090-9373-4538 

 

   受付時間   毎週月曜日～金曜日   午前８：３０から午後５：３０ 

   また、投書箱をホールに設置しています。 

 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

千葉県運営適正化委員会 所在地  千葉県千葉市中央区千葉港４－３ 

（千葉県社会福祉協議会） 

 

       千葉県社会福祉センター５Ｆ 

ＴＥＬ    ０４３－２４６－０２９４ 

千葉県健康福祉部 所在地  千葉県千葉市中央区市場町１－１ 

（高齢者福祉課） ＴＥＬ    ０４３－２２３－２３８７ ０４３－２２１－３０２０ 

君津市役所 所在地  千葉県君津市久保２丁目１３番１号 

高齢者支援課 ＴＥＬ    ０４３９－５６－１１４６ 

国民健康保険 所在地  千葉県千葉市稲毛区天台６丁目４番３号 

団体連合会 ＴＥＬ    ０４３－２５４－７４２８ 

 

 

 



 

６．第三者による評価の実施状況 

第三者による評価の実施状況 １ あり 実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり  ２ なし 

２ なし 

 

７．非常災害対策   

  ・災害時の対応  防火責任者の消防計画により対応 

  ・防災設備     非常火災報知システム・スプリンクラー・消火設備等設置 

  ・防災訓練     年３回（内１回は夜間想定） 

  ・防火責任者    三枝 倫子 

 

 

８．施設利用の留意事項 

  当施設のご利用にあたって、施設に入所されている入居者の共同生活の場としての

快適性、安全性を確保するため、下記の事項をお守りください。 

（１）サービス利用中の体調管理について 

看護職員を中心とし、ご利用中の健康管理、持参されたお薬の管理等を行います。 

   ご利用中に明らかな体調の変化が見られた場合には、利用を中止していただく場 

合もあります。また、インフルエンザ等の感染症を発症している場合には、利用をお 

断りする場合があります。 

 

   当事業所では、原則協力医療機関以外の病院等への受診（送迎・付添）は行いま

せん。但し、サービス利用中に利用者の体調や容体に急変が生じた場合には速や

かに主治医及び家族等へ連絡を行い必要な措置を講じます。ご家族等への連絡

が取れない場合にご家族の承諾を待たずに、しかるべき緊急通院措置を取らせて

頂くことがあります。あらかじめご了承ください。 

 

（２）飲酒 

  原則としてお断りしています。また、酒気を帯びての施設内への立ち入りはご遠慮く

ださい。 

 

（３）喫煙 

原則としてお断りしています。 

※ライター・マッチ等は防火管理上施設でお預かりさせていただく場合がございます。 

 

（４）その他 

利用者の離棟防止等安全確保のため、利用時に顔写真の撮影をさせていただくこ 

とがあります。 



 

附則 

平成２６年５月１日制定         平成２６年８月１日改訂 

平成２７年４月１日改訂         平成２９年８月１日改訂 

平成３０年４月１日改訂            令和元年５月１日改訂 

令和元年６月１日改訂          令和元年１０月１日改訂 

令和２年４月１６日改訂            令和 3年 4月 1日改訂 

令和３年８月１日改訂          令和３年１０月１日改訂 

令和４年１月１日改訂          令和４年１０月１日改訂 

令和５年５月１日改訂          令和６年４月１日改訂 

令和６年８月１日改訂          令和７年４月１日改訂 

 

令和  年  月  日 

 

短期入所生活介護利用にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて必要な事項を説明しました。 

事業者    社会福祉法人 三友会 

所在地   千葉県君津市八重原１７２番２７５ 

名 称   ウィステリア八重原（介護予防）短期入所生活介護事業所 

                          千葉県   １２７３００１２８７号 

理事長  三枝 奈芳紀      印 

説明者                   印 

私は、契約書および本書面により、事業者から短期入所生活介護についての重要事項の説明を受け同意致しました。 

 

入居者   住 所                              

 

                            氏 名                            印 

 

                            T E L                              

 

（代理人）  住 所                              

 

氏 名                   印 続柄         

  

T E L                              


